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総務委員会会議録 

 

平成３０年１１月２日 金曜日 

  午前１１時２４分開議 

  午前１１時５１分閉議（実時間２４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１２８号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第９号（関係分） 

１．議案第１２９号・専決処分の報告及びその承

認について（平成３０年度八代市一般会計補

正予算・第８号（歳入分）） 

                              

○本日の会議に出席した者 

 委 員 長  前 川 祥 子 君 

 副委員長  村 川 清 則 君 

 委  員  大 倉 裕 一 君 

 委  員  橋 本 隆 一 君 

 委  員  古 嶋 津 義 君 

 委  員  村 上 光 則 君 

 委  員  村 山 俊 臣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

財務部長      岩 本 博 文 君 

 財務部次長    佐 藤 圭 太 君 

 理事兼財政課長  尾 﨑 行 雄 君 

                              

○記録担当書記    岩 﨑 和 平 君 

 

（午前１１時２４分 開会） 

○委員長（前川祥子君） それでは、定足数に達

しましたので、ただいまから総務委員会を開会い

たします。 

 本日の委員会に付します案件は、先ほど配付さ

れました付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１２８号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第９号（関係分） 

○委員長（前川祥子君） 最初に予算議案の審査

に入ります。 

まず、議案第１２８号・平成３０年度八代市一

般会計補正予算・第９号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

それでは、歳入等について、財務部より説明願

います。  

○財務部長（岩本博文君） おはようございます。

（「おはようございます」と呼ぶ者あり）財務部長

の岩本でございます。 

 本日、総務委員会に付託されました議案につき

まして、まず、議案第１２８号・平成３０年度八

代市一般会計補正予算・第９号の歳入を佐藤財務

部次長が説明いたします。 

 また、事件議案で、予算の専決処分に係るもの、

すなわち、議案第１２９号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第８号の歳入についても、同

じく佐藤財務部次長が説明をいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○財務部次長（佐藤圭太君） おはようございま

す。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）財務

部の佐藤でございます。それでは、着座にて説明

させていただきます。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○財務部次長（佐藤圭太君） 議案書の１ページ

をお願いいたします。 

議案第１２８号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第９号でございます。総務委員会付託

分につきまして、説明をいたします。 

３ページをお願いいたします。 

  まず、歳入歳出予算の補正でございますが、第

１条で、歳入歳出それぞれ３６６０万円を追加し、

補正後の総額を歳入歳出それぞれ５８８億６０９
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０万円といたしております。 

第２条では繰越明許費の補正を、第３条では地

方債の補正をお願いしておりますが、内容につき

ましては５ページの表で説明いたします。 

それでは、５ページをお願いいたします。 

第２表・繰越明許費補正の追加といたしまして、

款９・教育費、項２・小学校費の小学校空調設備

設置事業で３６６０万円の設定を行っております。

これは、夏場における学校教室内の暑さ問題の改

善策といたしまして、本年度は中学校、幼稚園の

空調設備の設計に着手したところでございますが、

国の新たな制度創設に合わせ、小学校の普通教室

などにも予定を前倒しし、空調設備を設置するた

めの設計を行うものですが、年度内の完了が見込

めないことによるものでございます。 

次に、第３表・地方債補正は、ただいま説明い

たしました歳出予算の補正に伴い、地方債の限度

額の変更を行うものでございます。学校整備事業

で、補正前の限度額４億６７８０万円に、３４７

０万円増額し、補正後の額を５億２５０万円に変

更しております。 

なお、起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては、補正前と同じでございます。 

詳細につきましては、９ページの歳入、款２１・

市債のところで、改めて説明いたします。 

歳入を説明いたします。９ページをお願いいた

します。 

款１０、項１、目１、節１・地方交付税で、１

９０万円を計上しておりますが、これは、今回の

補正予算の一般財源でございます。 

次に、款２１、項１・市債、目７・教育債、節

１・小学校債の３４７０万円は、先ほど、第２表・

繰越明許費補正で説明いたしました小学校空調設

備設置事業に係るもので、事業費に対し充当率９

５％の合併特例債を予定しております。 

以上が、歳入の説明でございますが、総務委員

会に付託されました歳出はございませんので、こ

れで説明を終わります。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部分

について、質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（古嶋津義君） 実はきのう、国会の答弁

を聞いていたんですけど、小学校、中学校のエア

コンについては、３分の１ぐらいの補助が出ると

いう話、きのう、答弁があったようですが、その

先ちょっと離れましたので、うっすらとしか記憶

がございませんが、北海道から沖縄までというこ

とで、順次、この辺の補助はどのようになってい

るのか、分かる範囲内でいいので、お聞かせをい

ただきたいと思います。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） 財政課の尾﨑

です。お世話になります。 

ただいまの御質問につきましてはですね、今回

の補助のですね、内容としまして、聞いている範

囲ではですね、補助率３分の１ですけども、もと

もとその補助の基準額自体が実際行う事業のです

ね、３分の１程度ですので、実際は９分の１程度

の工事にかかる分の補助金がいただけるのかなと

いう想定でございます。なお、今回、設計委託の

分につきましてはですね、総事業費の１％程度し

か補助対象にならないということですので、かな

り少ない分の補助金になるかと想定しております。 

以上でございます。（委員古嶋津義君「北海道か

ら沖縄まであるとの、どっから先に補助つけらす

と、その辺のところも何か、きのう国会で･･･」と

呼ぶ） 

○委員長（前川祥子君） 古嶋委員、また別の質

問であれば、挙手をお願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） うんね、よかです。はい。 

○委員長（前川祥子君） よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 今回は、この歳入に限っ

てという形になってるんですけれども、地方交付

税と市債の割合を教えていただいていいですか。

なぜ、一般財源が１９０万、先ほどの合併特例債

の充当率に合致しているのかどうか、そういう部
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分も含めてお願いできれば。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） ただいまの御

質問の件につきましてはですね、事業費が３６６

０万円でございまして、それの９５％が今回、合

併特例債の充当率になっておりますので、１０万

未満は切り捨てということで、３４７０万が起債

額、残る１９０万については、一般財源というふ

うな取り扱いになっております。 

○委員（大倉裕一君） そこで、市債で対応され

たということなんですが、ここで市債を、選択を

された理由、また、一方では基金あたりの活用と

いう部分も考えられたと思うんですよね。そのあ

たりは、どういう判断をなされたのか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） 先ほどの話に

もありましたが、一応、補助対象にはなっている

ということでですね、今後、国の動向をですね、

見た上でですね、財源調整はですね、おそらく３

月補正になるかと思いますが、させていただきた

いとは考えております。基金につきましてはです

ね、そういうのも含めてですね、今後検討したい

なとは考えております。 

○委員（大倉裕一君） 今後検討するということ

ではなくて、やはり財源を組むときには有効な財

源は、これが一番なんだというところで、やはり

提案をされるべきだというふうに思います。です

ので、ちょっと心配しているのが、合併特例債、

非常に有効な財源だというふうには理解をしてい

るんですけれども、先日視察に行った自治体でも

ですね、八代市よりも財政力が豊かな市でありま

したけれども、この合併特例債はあくまでも債と

いうことで、借金なんですよね、慎重にやはり活

用していかないと財政破綻という――まあ、言葉

はちょっと厳しい言葉ですけども、財政を圧迫す

るようなことになりかねないので、という視察先

のですね、職員さんの言葉もいただいたところで

す。非常にこう、今の合併特例債が、活用される

機会が多いので、ちょっと心配して、そのあたり

を尋ねた、――尋ねたといいますか、お尋ねをし

た次第です。 

○委員長（前川祥子君） 今の御質問は、今の答

えでよろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい、今のところで大丈

夫です。また後で、意見として。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了しま

す。意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 今、繰り返しになります

けれども、財源の確保というところでは、執行部

のほうもですね、知恵を絞られてというところが

あるかとは思いますが、やはり財源を組まれる上

では、その裏づけとなる部分をしっかりですね、

検討していただいて、最善の方策というところを

やっぱり、持って提案をしていただきたい。さら

には、合併特例債、災害復旧事業債とか、地方交

付税に反映されるというような制度のものがあり

ますけれども、あくまでも借金ですので、慎重な

活用をお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより採

決いたします。 

議案第１２８号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第９号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本案

は原案のとおり可決されました。（「ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり）  

                              

◎議案第１２９号・専決処分の報告及びその承認

について（平成３０年度八代市一般会計補正予

算・第８号（歳入分）） 

○委員長（前川祥子君） 次に、事件議案の審査

に入ります。 
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それでは、議案第１２９号・平成３０年度八代

市一般会計補正予算・第８号中、歳入分に係る専

決処分の報告及びその承認についてを議題とし、

説明を求めます。 

○財務部次長（佐藤圭太君） 引き続き着座にて

説明させていただきます。 

○委員長（前川祥子君） どうぞ。 

○財務部次長（佐藤圭太君） 議案書の１１ペー

ジをお願いします。 

議案第１２９号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

内容は、平成３０年度八代市一般会計補正予算

書・第８号で、９月定例会後に、ごみ処理施設管

理運営事業におきまして、早急な対応を行う必要

から、平成３０年１０月４日に専決処分を行った

ものでございます。 

 総務委員会付託分について説明いたします。１

５ページをお願いいたします。 

第１条は、歳入歳出予算の補正でございますが、

歳入歳出それぞれ８４０万円を追加し、補正後の

総額を歳入歳出それぞれ５８８億２４３０万円と

いたしております。 

続きまして、歳入を説明いたします。２０ペー

ジをお願いいたします。 

款１０、項１、目１、節１・地方交付税で８４

０万円を計上しております。これは、本年８月３

０日に、清掃センター周辺の水稲や花卉等が枯れ

る事案が発生し、調査を行いましたところ、焼却

を行った際の煙が影響しているとの判断から、対

象耕作者に対し、補償等を行った際の今回の補正

予算の一般財源でございます。 

以上が歳入の説明でございますが、総務委員会

に付託されました歳出はございませんので、これ

で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（前川祥子君） それでは、以上の部分

について、質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 補償ということで、今回、

歳入の計上になっておりますが、清掃センターの

ほうで、地域に対する害を及ぼしたりとかってい

うところで、保険とか、そういったところに加入

をされていたというところはないんでしょうか。 

 今回、地方交付税一本の財源ということになっ

てますが、そのあたりは、どのような内容になっ

ておりますでしょうか。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） 全国市長会の

ほうにですね、賠償責任保険のほう、加入してお

りますけれども、今回の案件がですね、市の責任

というのがはっきり明確には判断できる材料がな

にもございませんので、保険の適用はできないと

いうことで、一般財源で対応しております。 

○委員（大倉裕一君） その責任がはっきり分か

らないということなんですけど、建設環境委員会

では説明があったと思うんですけども、何がどう

やって、こういうふうな害をもたらしたんですか

ね。少し、その説明をお願いできればと。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） 今、聞いてい

る話でですね、焼却場の煙害という、煙の害が及

ぼしたのではないかという判断のもとにですね、

対処したというふうに聞いております。 

○委員（大倉裕一君） 清掃センターは閉鎖をし

たのが６月３０日ですよね。８月３０日に事が発

生したというふうになってるんですけど、そもそ

もその、ここのセンターで焼却をすること自体が

おかしいんですよね。それは誰が燃やしたんです

か。誰が指示をしてやったんですか。例えば、こ

れがですよ、これが市の指示であれば、市のほう

が責任をとらないかんかもしれんですけど、例え

ば、業者さんが勝手にやった――まあ、管理責任

は市のほうにあるかもしれませんが、業者さんか

らの負担金というのも一部に、もしその業者さん

が絡んでいるということであればですね、そうい

うことも考えられるのかなと。ちょっと、可能性

というところの質問になってしまうとですけど、

はっきり事をさせないかんという案件だと思いま

すので、お尋ねをしたいと思います。 
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○委員長（前川祥子君） どなたかお分かり･･･ 

○財務部長（岩本博文君） 詳細の内容にかかわ

ることですので、ちょっと財務のほうではお答え

しかねますので、今ちょっと、原課がいればとい

うところで探しておりますので。 

○委員長（前川祥子君） 小会します。 

（午前１１時４１分 小会） 

                              

（午前１１時４４分 本会） 

○委員長（前川祥子君） 本会に戻します。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） 私のほうから

説明させていただきます。今回、６月末にですね、

閉鎖しましたけれども、その後の片付けの部分で

すね、市のほうから委託業者のほうに委託して、

焼却業務をやったということで、発生した事案で

ございます。 

以上です。 

○委員（大倉裕一君） 法を守らなければいけな

い行政がですよ、一旦終わった施設をまた、施設

で焼却をするて、残務処理をするていうのは分か

らんじゃないんですけど、そういう中で、こう迷

惑をかけたっていうのはですよ、市の責任、市の

管理下のもとでやったっていうことであれば、当

然、市が責任を負わないかん。だけど、この案件

を見るだけでいくと、結果的に市民環境部ですか、

環境センターを管理しているそこの責任ていう、

何もないじゃないですか。お詫びとか、こういっ

たものをさせてしまったと。当該の地権者の方、

耕作者の方にお詫びされてるのは、当然あってる

ことだというふうに思うんですが、一般の市民の

方々の税金を使って、こういう補償をしなければ

ならないというところは、もう少し責任という部

分をですね、受け止めていただきたいなと。ここ

には当該施設の関係者の方がいらっしゃらない、

非常に残念なことなんですけど、そういったとこ

ろも含めてですね、責任の所在がはっきりしてな

いんじゃなかというところはですね、岩本部長の

ほうから、しっかり執行部内で共有を図っていた

だきたいというふうに要望しておきます。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありませんか。 

○委員（村上光則君） 同じ質問で申し訳ないで

すが。６月３０日に――環境センターで新しくス

タートしたところで、なぜ、そこにできんだった

のかなという。先ほど説明があったとは分かっと

ですけども。普通、民家で野焼きなんかした場合、

非常にやかましいじゃなかですか。市も県も非常

にやかましく言ってくる訳ですよね。そういうと

ころで、こういうことを、残務整理ということで

したと言われますけども、そこらあたりは、やっ

ぱし、ちゃんとした指導をですね、せんから、こ

ういうふうになっとですから、市の責任はもう、

これはもう免れないですね。それを容認した財政

も容認した訳ですから、責任をとってやらんとし

ょうがなかですよね。もう私が言いたいのは、立

派な環境センターができたんですから、そういう

残務整理て言うても、あっちに持っていけばよか

訳ですからですね。私も同じ農業家として、煙害

を受けられた皆さん方に、本当に気の毒でならん

訳ですから、責任を持って対応をしていただきた

いと思います。 

以上です。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、確認をし忘

れました。先ほど保険の対象にならないというこ

とでした。財源としては、この地方交付税しかな

いのか。その点をお聞かせいただきたい。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） 交付税もしく

は繰越金等の一般財源で対応せざるを得ないとい

うことになっております。 

○委員（大倉裕一君） で、繰越金と地方交付税

と考えられる中で、地方交付税を選ばれた訳です

よね。じゃあ、なぜ繰越金ではなくて、地方交付

税となったのか。 

○理事兼財政課長（尾﨑行雄君） はっきり申し

まして、どちらでも良かったのですが、今回は交

付税でしたと。同じ一般財源ですので、したとい

うことです。（委員大倉裕一君「はい、分かりまし
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た」と呼ぶ） 

○委員長（前川祥子君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 以上で質疑を終了しま

す。意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 今回、補償という形で出

ておりますけれども、責任の所在はですね、はっ

きりした上で、こういう提案を行っていただきた

いということを意見として申し上げておきます。 

○委員長（前川祥子君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） なければ、これより採

決いたします。 

議案第１２９号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第８号中、歳入分に係る専決処分の報

告及びその承認については、承認するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（前川祥子君） 挙手全員と認め、本件

は承認されました。（「ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

お諮りいたします。 

委員会報告書及び委員長報告の作成については、

委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（前川祥子君） 御異議なしと認め、そ

のように決しました。 

以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしま

した。 

これをもって、総務委員会を散会いたします。

お疲れ様でした。 

（午前１１時５１分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定によ

り署名する。 

    平成３０年１１月２日 

   総務委員会 

   委 員 長 


